
 

４４  年年金金とと手手当当                                    
 
 
 

国民年金に加入している間に病気またはけがによって医師の診察を受け、65歳に達する日の前日までに一

定の障害状態になった方に支給されます。ただし、初診日前に保険料を納めていた期間が加入期間の３分

の２以上あることが必要です。 また、20歳前に傷病により障害状態となった方にも20歳に達したときか

ら支給されます。 

年金の額 
１級 年額  1,059,125 円 

２級 年額    847,300 円 

支給方法 年６回に分けて偶数月（２･４･６･８･10･12の各月）に振込みます。 

窓口 医療年金課  電話 029-883-1111（代） 

備考 

※障害年金の相談及び申請等が円滑に進むよう、来所日の事前予約をお願いしま
す。 
【予約電話】 
医療年金課国民年金係 029-883-1111（代表）内線 1471 
土浦年金事務所 029-825-1170（代表） 

※ 御相談の際は、下記の情報の御準備をお願いします。 

① 申請する病名 

② ①の病気で初めて病院にかかった年月日（いつ～いつまで）及び病院名 

③ 初めての病院から現在の病院までの各病院と受診期間 

※ 厚生年金に加入中の場合は、土浦年金事務所(電話029-825-1170)にお問合せください。 
 
 

 

 

対象者 

平成３年３月以前に国民年金の任意加入対象者であった学生(定時制・夜間部・通

信制を除く）、昭和61年３月以前に国民年金の任意加入対象者であった、厚生年

金に加入していた方の配偶者であって国民年金に任意加入していなかった期間中に

生じた疾病が原因で現在、障害基礎年金１、２級の状態にある方 

ただし、65 歳に達する日の前日までに障害の状態に該当された方に限ります。 

支給額 
１級障害該当･･･月額  58,650 円 

２級障害該当･･･月額  46,920 円 

支給制限 障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金等を受給することができる場合 

窓口 医療年金課  電話 029-883-1111（代） 

 

 
 

身体等の障害が重複または最重度の状態にあるため、日常生活において常に特別の介護を必要とす

る20歳以上の方本人に支給されます。 

※手当は申請後、認定されなければ支給となりません。ご注意ください。 

対象者 支給月額 支給方法 

在宅で最重度の障害が重複している等によ

り常に特別の介護を必要とする方 
30,450 円 

年４回 

２・５・８・11 月（口座振込） 

支給制限 
福祉施設等に入所している場合、病院等に３か月を越えて入院している場合、前年

の所得が一定額以上の場合（支給停止) 

必要書類等 障害者手帳、診断書、本人名義の預金通帳等 

窓口 障害福祉課  電話 029-883-1111（代） 

 ※※おお手手続続ききにに際際ししててママイイナナンンババーー（（個個人人番番号号））のの提提示示がが必必要要でですす。。巻巻末末ののごご案案内内ををごご覧覧くくだだささいい。。 
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障害のある 20 歳未満の児童を家庭で監護している保護者の方に支給されます。 

※手当は申請後、認定されなければ支給となりません。ご注意ください。 

 対象者 支給月額 支給方法 

1 級 
身体障害者手帳１級･２級及び３級の一部 

療育手帳Ⓐ・Ａ、同程度の障害のある児童 
58,450 円 

 

年３回 

４･８･11月（口座振込） 
２級 

身体障害者手帳３級及び４級の一部 

療育手帳Ｂ、同程度の障害のある児童 
38,930 円 

支給制限 

児童が児童福祉施設等に入所している場合 

児童が障害を支給事由とする年金を受給できる場合  

前年の所得が一定額以上の場合（支給停止） 

必要書類等 障害者手帳、戸籍謄本、診断書、保護者名義の預金通帳等 

窓口 障害福祉課  電話 029-883-1111（代） 

備考 診断書は省略できる場合がありますので、お問合せください。 

  ※※おお手手続続ききにに際際ししててママイイナナンンババーー（（個個人人番番号号））のの提提示示がが必必要要でですす。。巻巻末末ののごご案案内内ををごご覧覧くくだだささいい。。 

  
 
 
 
最重度の障害があるため、日常生活において常に介護を必要とする 20歳未満の方本人に支給され

ます。※手当は申請後、認定されなければ支給となりません。ご注意ください。 

対象者 支給月額 支給方法 

身体障害者手帳１級程度、療育手帳Ⓐ程

度、または同程度の障害のある児童 
16,560 円 

年４回 

２･５･８･11月（口座振込） 

支給制限 
障害を支給事由とする年金を受給できる場合、児童福祉施設等に入所している場合 

前年の所得が一定額以上の場合（支給停止) 

必要書類等 障害者手帳、診断書、本人名義の預金通帳 

窓口 障害福祉課  電話 029-883-1111（代） 

備考 診断書は省略できる場合がありますので、お問合せください。 

在宅障害児福祉手当と重複受給はできません。 

※※おお手手続続ききにに際際ししててママイイナナンンババーー（（個個人人番番号号））のの提提示示がが必必要要でですす。。巻巻末末ののごご案案内内ををごご覧覧くくだだささいい。。 

 
 
 
 

 

障害のある20歳未満の児童と市内で同居し、家庭で養育している保護者の方に支給されます。 

※手当は申請後、認定されなければ支給となりません。ご注意ください。 

対象者 支給月額 支給方法 

身体障害者手帳１級・２級・３級及び４級の一部 

療育手帳Ⓐ･Ａ･Ｂ、特別児童扶養手当の認定を受けて

いる児童 

5,000 円 
年３回 

４・８・12月（口座振込） 

支給制限 児童が児童福祉施設等に入所している場合 

必要書類等 
障害者手帳、保護者名義の預金通帳 

  ※手帳がない方は、特別児童扶養手当障害認定通知書等   

窓口 障害福祉課  電話 029-883-1111（代） 

備考 障害児福祉手当と重複受給はできません。 

 

知知  精精  

身身  精精  

○○  在在宅宅障障害害児児福福祉祉手手当当                                  身身  知知  精精  

○○  特特別別児児童童扶扶養養手手当当                                      身身  

○○  障障害害児児福福祉祉手手当当                                      知知  

－11－ 
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身 知 精
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茨城県知事発行の「指定難病特定医療費受給者証」または「一般特定疾患医療受給者証」

をお持ちの方に支給されます。 

対象者 支給月額 支給方法 

つくば市の住民基本台帳に登録されている方で

茨城県知事発行の「指定難病特定医療費受給者

証」または「一般特定疾患医療受給者証」をお

持ちの方（生活保護法による扶助を受けている

方を除く） 

3,000 円 
年２回 

９・３月（口座振込） 

必要書類等 
「指定難病特定医療費受給者証」または「一般特定疾患医療受給者証」の写し（（申申

請請日日時時点点でで有有効効ななもものの））、本人名義の預金通帳 

窓  口 

障害福祉課  電話 029-883-1111（代） 

 

詳細につきましては、市ホームページをご覧ください。 

※電子申請（いばらき電子申請・届出サービス）が可能です。 

    

 ※本制度は、毎年度申請が必要となります。 
 

 

 

 

 

心身障害児(者)の保護者が加入者となり一定の掛金を納めることで保護者が死亡または身体に著し  

い障害を有することになった場合に、障害者に年金が支給されます。 

保護者の

要件 

特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること 

障害のある方に対して、加入できる保護者は１人であること 

加入年の４月１日現在、年齢が65歳未満であること 

対象者 

療育手帳を所持する方 

身体障害者手帳を所持し、その等級が１～３級までに該当する方 

精神または身体に永続的な障害のある方で、上記の障害と同程度の障害と認めら

れる方 

掛金 
１口9,300円～23,300円（月額、加入者の年齢に応じて金額が異なります） 

※２口加入の場合は倍額 

給付金 

加入者が死亡または重度障害となったときは、１口につき、月 20,000 円の年金が

支給されます。 

また、子が死亡した場合は、加入期間に応じ弔慰金が支給されます。（加入１年

未満支給なし） 

必要書類等 
住民票（保護者、障害児(者)、年金管理者）の写し、障害者手帳、印かん、加入等申込

書、障害証明書、申込者告知書、年金管理者指定届書 

窓口 障害者地域支援室  電話 029-883-1111（代） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身身  知知  精精  ○○  心心身身障障害害者者扶扶養養共共済済制制度度                              

－13－ －12－ 

○○  難難病病患患者者福福祉祉金金                                                  難難  

－12－ 

難

身 知 精

－ 14 －


